
原子力災害対策指針の改正
に伴う北海道地域防災計画
（原子力防災計画編）の修正
について
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原子力災害対策の制度の枠組み

◆ 災害応急対策の実施［法３条、４条、５条］

◆ 防災基本計画の策定［法３４条］

◆ 地域防災計画の策定［法４０条、４２条］

災害対策基本法

◆ 緊急事態応急対策の実施［法４条、５条］

◆ 原子力災害対策指針の策定［法６条の２］

◆ 原子力事業者防災業務計画の策定［法７条］

原子力災害対策特別措置法 （災対法の特別法）

◆ 防災に関する基本的 な
計画

第１１編「原子力災害対策編」

防災基本計画

◆ 原子力防災対策に
係る専門的・技術的 内容
を記載

原子力災害対策指針

H24.9.19
改正法施行

H24.10.31
原子力規制委員会
策定
H25.2.27 改定

H24.9.6
中央防災
会議決定

◆ 関係省庁の役割を規定
◆ 官邸を中心とした事務局体

制や、オンサイト・オフサイトの
業務手順の記載

原子力災害対策マニュアル

◆ 道府県、市町村の防災 に関
する計画

◆ ＰＡＺ・ＵＰＺに基づく避難 計
画の作成、防災資機材 の整備

地域防災計画

◆ 原子力事業者の予防
対策、緊急事態 応急対
策、事後対策

◆ シビアアクシデントを
想定した訓練実施

原子力事業者防災
業務計画

：法令により規定
：内容を反映

１．原子力災害事前対策

原子力災害対策指針（平成25年2月27日改正）のポイント

○ 緊急時における判断及び防護措置実施基準の具体化

・ 緊急事態の初期対応段階を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態に区分して、各区
分を判断する際の施設の状況（ＥＡＬ：Emergency Action  Level  緊急時活動レベル）の考え方及び
各区分に応じたＰＡＺ内の即時避難やＵＰＺ内の段階的避難の準備など主な防護措置について設定

・ 全面緊急事態に至った後、放射性物質が環境中に放出された後の適切な防護措置の判断基準と
なる空間放射線量率等（ＯＩＬ：Operational  Intervention  Level  運用上の介入レベル）の考え方及
び各数値に該当した際のＵＰＺ内の段階的避難、飲食物摂取制限、除染といった主な防護措置に
ついて設定

２．被ばく医療

○ 被ばく医療体制の整備

・ 救急・災害医療組織を最大限に活用するとともに、広域の医療機関の連携

○ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備

・ ＰＡＺ内については、住民等への事前配布の導入、ＰＡＺ外については、自治体による備蓄等

○ スクリーニングの実施体制の整備

・ 内部被ばくの抑制、皮膚被ばくの低減、汚染拡大の防止などのための体制整備

３．ＳＰＥＥＤＩの活用

○ ＳＰＥＥＤＩの活用

・ 国は、放射性物質の放出状況（ソースターム情報）の逆推定や、大気中拡散予測の結果を防護
措置の実施等の参考情報に活用



例）全電源喪失

屋内退避の準備

住民の避難実施
安定ヨウ素剤の予防服用

ＵＰＺ以遠 （３０ｋｍ～）

屋内退避の実施
安定ヨウ素剤の予防服用

例）外部電源途絶

例）大地震（震度６）

住民の避難実施
安定ヨウ素剤の予防服用

要援護者の避難実施
住民の避難準備

要援護者の避難準備

ＵＰＺ （５～３０ｋｍ）
施設内の

事故発生

１．ＥＡＬの設定 （オンサイトのプラント状態等に基づく緊急事態判断基準）

ＥＡＬ・ＯＩＬに基づく防護措置

・ 緊急事態の初期対応段階を３つに区分。各区分に応じた防護措置を実施

・ 防護措置の判断基準となる空間放射線量等の各数値に該当した際の防護措置を実施

ＰＡＺ （～５ｋｍ）

２．ＯＩＬの設定 （オフサイトの放射線量率等に基づく防護措置実施基準）

ＥＡＬ １

ＥＡＬ ２ ② 施設敷地緊急事態 （原災法１０条）

ＥＡＬ ３ ③ 全面緊急事態 （原災法１５条）

① 警戒事態 （原子力規制委員会初動マニュアルの中の特別警戒事象）

④ プラントの状況悪化に応じて段階的に実施

→ 施設の状態をＥ Ａ Ｌ（１～３）と比較・照合
国は、ＥＡＬに応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示

原子力発電所からの距離

事
態
の
進
展

500μSv／h 数時間以内に区域特定

施設外への

放射性物質

放出

ＯＩＬ １

ＯＩＬ ２

避難

飲食物のスクリーニング・摂取制限

→ 放射線モニタリング結果をＯＩＬ（１～６）と比較・照合
国は、ＯＩＬに応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示

一時移転 （1週間以内に）

ＯＩＬ ６等

ＵＰＺ以遠 （３０ｋｍ～）ＵＰＺ （５～３０ｋｍ）ＰＡＺ （～５ｋｍ）

ＯＩＬ ４

体表面除染

20μSv／h １日以内に区域特定

原子力発電所からの距離

事
態
の
進
展

避難 … 空間放射線量率が高い又は高く
なるおそれのある地点から速やか
に離れるため緊急で実施

一時移転 … 緊急の避難が必要な場合と比較
して空間放射線量率は低い地域で
はあるが、一定期間のうちに当該
地域から離れるため実施

核種 飲料水
牛乳・乳製品

野菜類、穀類、肉、
卵、魚、その他

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg

放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg

プルトニウム及び
超ウラン元素の
アルファ核種

1Bq/kg 10Bq/kg

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg



現行計画での防護対策の取扱い

改正指針を踏まえた道計画の修正ポイント

■ ＰＡＺ内の防護対策の実施（道計画 P40）
・ 特定事象（原災法１０条通報）発生時 → 避難準備
・ 原子力緊急事態宣言（原災法第１５条事象）→ 避難実施

■ ＵＰＺ内の防護対策の実施（道計画 P41～46）
・ 次の指標を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、防護対策を実施

屋内退避及び避難等に関する指標

（注１）予測線量は、放射性物物質の放出期間中、屋外に居続け、何らかの措置も講じなければ受けるとされる線量
（注２）外部被ばくによる実効線量と放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量が同一レベルにないときは、いずれか高い

レベルに応じた防護対策をとるものとする。

■ 飲食物の摂取制限の措置（道計画 P46）
・ 次の指標を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、摂取制限を実施

飲食物摂取制限に関する指標

（道計画の主な内容）

予測線量（単位：ミリシーベルト）

防護対策の内容
外部被ばくによる実効線量 放射性ヨウ素による小児甲状腺の

等価線量

10～50 100～500 住民は、自宅等の屋内へ退避すること。その際、窓等を
締め気密性に配慮すること。

50以上 500以上 住民は、指示に従いコンクリート建家の屋内に退避する
か、または、避難すること。

対象 放射性ヨウ素（Ⅰ-131等価）

飲料水
3×10２ ベクレル／キログラム以上

牛乳・乳製品

野菜類（根菜・芋類を除く） 2×103 ベクレル／キログラム以上

対象 放射性セシウム

飲料水
2×10２ ベクレル／キログラム以上

牛乳・乳製品

野菜類

5×10２ ベクレル／キログラム以上穀類

肉・卵・魚・その他

気象予測や大気拡散予測の結果を防護措置の実施等の参考情報とすることについては、計画
修正済み

既存の救急・災害医療を活用し、一般傷病者に対する救急医療に対応できる広域的な被ば

く医療体制の構築に関する項目を追加

※ 道計画に規定する防護対策については、計画修正までの間、防護措置を実施する判断基準
は、２／２７に改正された原子力災害対策指針により取り扱うこととされた。（H25.3.14 北海道防
災会議委員了承）

■ ＰＡＺの防護対策の実施（改定指針 P6～8、P11～P15（表1・図1・表2）、P31～34）

放射性物質が放出される前の原子力施設の状況に応じて、緊急事態を、警戒事態・施設敷地緊急事態・
全面緊急事態の３つに区分
・ 警戒事態 → 災害時要援護者等の避難等準備
・ 施設敷地緊急事態 → 災害時要援護者等の避難等、その他の住民避難準備
・ 全面緊急事態 → 避難等実施、安定ヨウ素剤の予防服用

＊ 各区分を判断する際の原子力施設の状態を設定

■ ＵＰＺの防護対策の実施（改定指針 P8～10、P11～P17（表1・図1・表2、表3） 、P31～34）

・ 全面緊急事態 → 屋内退避、施設の状況悪化に応じて避難を段階的に実施
・ 放射性物質放出後の防護措置の判断基準となる空間放射線量率等（ＯＩＬを設定し、ＯＩＬの基準に
基づき屋内退避や避難を実施

■ 飲食物の摂取制限の措置（改定指針 P8～10、P11～P17（表1・図1・表3） 、P36）

・ ＯＩＬの基準に基づき摂取制限を実施

２ 被ばく医療体制の整備

３ ＳＰＥＥＤＩの活用

１ 緊急時における判断及び防護措置実施基準の具体化



道計画の修正手順・スケジュール等

審議

• 北海道防災会議原子力防災対策部会（５月中旬頃予定）
→ 修正案

決定

• 北海道防災会議（時期調整中） → 修正決定

更なる
修正

• ＰＡＺ内における安定ヨウ素剤の具体的な配布・服用方法、緊急時モニタリ
ングの実施体制等
→ 次回の指針改正において示される見込みであり、その後、道計画の修
正を実施

• ＰＰＡの具体的な範囲及び必要な防護措置の判断基準の考え方、ＰＡＺ外
への安定ヨウ素剤の配布方法等
→ 更なる指針の改正が予定されており、今後も、指針の改正に合わせた
道計画の修正を実施


